








要約:滋賀県では平成 9 年度よりすべての市町村で原則として発達相談を行い、保健所の

発達相談は療育発達相談として、小児科療育相談と一体的に行うことになった。その際、

市町村発達相談と保健所療育発達相談との役割分担を明確にし、事業の有効な活用を図る

ために療育発達相談相談事業マニュアルを作成したので、その要点を報告する。


